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スウェーデンの地方政府
• 単一制国家（人口9,573,466人 2013.3.31時点）
• 地方政府は二層制

基礎自治体（コミューン）290団体
ストックホルム86万人
5000人未満14団体、10万人以上13団体
中央値15,243人

広域自治体（ランスティング）20団体
ストックホルム209.1万人、イェムトランド12.6万人

• 国の地方行政機関（レーン）21地域
• 現在、ランスティングのうち3団体、コミューンのうち1団体がレギオ

ン（リージョン）と呼称（レーンから地域政策等に関わる権限を移譲）。



政府間事務配分



地方政府の歳出構造（分離型事務配分）

• コミューンは社会福祉、教育
• ランスティングは医療

コミューン ランスティング

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

政治活動 5,579 1.1 プライマリーケア 33,431 15.5

インフラ・環境など 35,043 7.2 専門医療 103,685 48.1

文化活動 10,660 2.2 精神医療 17,877 8.3

余暇活動 12,331 2.5 その他の保健・医療 14,847 6.9

就学前教育 65,442 13.5 保健医療に関わる政治活動 1,219 0.6

基礎・中等・成人教育 135,787 27.9 医薬品 20,960 9.7

高齢者・障害者福祉 146,724 30.2 歯科医療 4,947 2.3

個人・家族ケア 32,509 6.7 地域政策 16,244 7.5

その他の社会福祉 15,262 3.1 その他 2,158 1.0

労働・住居 6,506 1.3

交通 5,714 1.2

エネルギー・水道・衛生 14,482 3.0

合計 486,039 100.0 合計 215,498 100.0

（注）合計は、事業収入を除いた純歳出を示している。

（出所）Statistisk Centralbyrån（2009）より作成。

図表　地方政府の歳出構成（2009年）



地方政府の歳入構造

• 地方税収（地方所得税）が歳入の6割以上を占める。

• 地方所得税（付加税方式）について中央政府が課税ベースを決定、
地方政府が税率決定権を有する。



地方政府の歴史的発展

• 1960年後半から80年代初頭にかけて地方政府が財政規模を急速に拡大。



• 財政規模の拡大に合わせた、コミューンとランスティングでの税率の引き
上げ。

• 1990年代には、ランスティングからコミューンへの事務移譲に合わせて、
税収を移譲（高齢者医療（プライマリケア）と介護の統合、障害者医療）。



コミューン合併

• 戦前から見られた産業構造の変化にともなう都市部への人口
流入と、コミューンにおける財政需要の拡大。

• 第1次合併（1952年）

適正規模3000人、最低規模2000人を目標。

2490団体（1951年）→1037団体（1952年）

• 第2次合併（1962年～74年）

適正規模8000人を目標。

1969年に、1974年1月1日までに合併を完了することを国会

で議決。強制合併を実施。278団体（1974年）

• 合併による課税ベースの拡大による財政力の強化。結果とし
て、主要事務におけるコミューン間協力の減少。



財政調整制度の導入と変遷



地方分権改革との関連

• 1982年に社民党が政権に復帰。

• 経済成長の鈍化と財政赤字の拡大。

• 地方所得税率の引き上げ、特定補助金を通じた国から地方
への財政移転の余地が限られている。

• 一方で、高齢化や女性の労働市場への参加を踏まえ、医療・
介護、育児における財政需要の拡大への対応が必要。

⇒地方政府消費支出の年間増加率を2%に抑えることを目標。

• フリーコミューンの実験（1984～91年）

地方政府における行政組織運営の弾力化

補助金の使途に関する裁量性の増大

⇒1991年地方自治法改正、93年財政調整制度改革



1993年改正：特定補助金の一般財源化

• 1990年代初頭までは特定補助金の割合が高い。

• 1990年代の制度改革を経て一般補助金と特定補助金の割合が逆転。



1993年改正：調整方法の変化

• 課税力調整から課税力・財政需要の調整へ



1996年改正：水平的財政調整制度の導入

• 1986年改正：（一般・特別）税平衡負担金を導入。
⇒中央政府の財政難を背景に地方税率の上昇にともなう交付金総額の
増加分を賄うことを意図。

• 1993年改正：費用平準化について水平的要素を加味。

• 1996年改正：収入・費用平準化について水平的調整を導入。
収入・費用の平準化において全国平均（保障レベル100%）で水平的調整。

住民1人あたり定額の包括交付金（垂直的調整）

• 法制局から地方政府の課税権侵害との批判。

• 2010年憲法改正 第14章5条 水平的財政調整規定
「同等の経済的条件を達成することが求められる時に、地方政府は法律
に基づき他の地方政府の任務のための費用を拠出することを命じられう
る。」⇒憲法上、水平的調整が可能であることを明記。



現行の財政調整制度（2005年改正）
① 収入平準化（Inkomstutjämning）：課税力調整
② 費用平準化（Kostnadsutjämning）：財政需要調整
③ 構造交付金（Strukturbidrag）
④ 過渡的交付金（Införandebidrag）：2010年度で終了
⑤ 調整交付金・納付金（Regleringsbidrag/avgift）
• コミューンでは500億クローナ程度、ランスティングでは200億クロー

ナ程度の規模。

このほか、
• LSS費用（LSS法〈一定の機能的な障害を有する人々の援助とサー

ビスに関する法律〉に関する費用）については個別の枠組みで平準
化を行う。2004年導入、20億クローナ程度の規模。

• ランスティングに対する医薬品給付特別補助金（1998年～）。200
億クローナ程度の規模。政府統計上は一般交付金に分類されてい
る。



①収入平準化（課税力調整）
• コミューン・ランスティングにおいて課税力（住民1人あたり課税標準）の全国平均

の115%を保障。

• 保障課税力を上回る課税力をもつコミューン・ランスティングは国に納付金を納
める。

• 2005年度改正により、収入平準化の財源は主に国庫によることになったが、従
来の制度と比較して平準化の性質は大きくは変わらない。

1996年改正：保障水準100%で水平調整＋1人あたり定額包括交付金（垂直）
2005年改正：保障水準115%で水平＋垂直調整

• 2005年改正では保障レベルを法定化（ただし、調整交付・納付金で調整）



• レーンごとの税率＝全国平均税率（2003年値で固定）×0.95（or 
0.85）＋レーンの税率変化（〈レーンの1991~2003年の税率上昇
分〉－〈1991~2003年の全国平均税率上昇分〉）＋レーンの2004年
から当該年度までの税率上昇分

• 1991年以降の事務移譲におけるレーンごとの違いを反映させる。



②費用平準化（財政需要調整）

• 地方団体間の構造的費用の平準化を目的とする（構造的＝
各団体が影響を与えることができない）。

• 需要と費用について計測可能かつ客観的な数値が算出され、
「水平的に」調整される（＝平均費用に対する納付と交付）。

• コミューン9分野、ランスティング3分野が対象（共同事務として
公共交通）。



• ランスティングについて人口変化モデルを追加（2006年）
• コミューン・ランスティングにおいて賃金構造モデルを追加（2008年）
⇒都市部（とくにストックホルム地域）における高コスト構造に対応。



③構造交付金
• 2005年改正以前に費用平準化に含まれていた地域政策的要素が分離さ

れ、構造交付金として独立。
• 人口の少ない団体、労働市場問題を抱える団体を支援する目的。
• 2005年改正における設定水準を超えて収入が減少する団体に交付（コ

ミューンでは交付金の減少が当該団体の課税標準の0.56%を超える団体、
ランスティングでは0.28%を超える団体）。

• 平均的な課税力をもつ団体においては、住民1人あたり850SEK（コミュー
ン）、425SEK（ランスティング）が交付される。

④過渡的交付金：2010年度で終了。
• 2005年改正に伴い交付金額が減少する団体に対して、2005年から2010

年にかけて激変緩和措置がとられた。
• 年間の収入減が課税標準の0.08%（コミューン）、0.04%（ランスティング）

を超える場合に交付される。

⑤調整交付金・納付金

• 収入平準化、費用平準化、構造交付金、（過渡的交付金）の交付金所用
額と中央政府の一般会計予算における一般交付金額とを比較し、前者が
多い場合には調整納付金が課され、後者が多い場合には調整交付金が
交付される（いずれも住民1人あたり定額）。




